
豪
農
堀
米
家
の
経
営
と
相
続
(

一

)

は

じ

め

に

本
稿
は
､
羽
州
村
山
郡
松
橋
村
上
組
沢
畑
の
可

堀
米
四
郎
兵
衛

家
の
四
代
当
主
の

｢遺
書
｣
を
素
材
に
､
同
家
の
経
営
発
展
と
財
産

相
続
の
あ
り
方
に
つ
い
て
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
｡

明
治
六
年
立
附
米
調
査
に
よ
れ
ば
､
村
山
郡
に
は
立
附
米
二
〇
〇

〇
億
以
上
の
大
地
主
が
九
家
存
在
し
た
｡
堀
米
家
は
立
附
米
二
二
四

(-)

五
俵
で
あ
り
､
同
郡
全
体
で
は
第
五
位
に
位
置
し
た
｡

天
保

一
四
年

(
一
八
四
三
)
に
堀
米
家
の
四
代
四
郎
兵
衛
は
逝
去

し
た
｡
四
代
四
郎
兵
衛
は
多
角
的
に
経
営
を
展
開
し
同
家
を
大
規
模

豪
農
に
成
長
さ
せ
た
人
物
で
あ
る
｡
｢遺
書
｣
に
は
同
家
資
産
の
概

略
と
そ
の
飛
躍
的
な
増
大
が
記
述
さ
れ
て
お
り
､
四
代
の
家
督
期

(寛
政
末
～
天
保
末
)
に
お
け
る
経
営
発
展
の
概
要
を
把
握
し
う
る
｡

ま
た
､

｢遺
書
｣
は
堀
米
家
カ
マ
エ

(本
家
1
分
家
)
の
形
成
と

岩

田

浩

太

郎

財
産
分
与
の
あ
り
方
も
あ
さ
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
り
､
天
保
期
の

大
規
模
豪
農
の
相
続
実
態
を
解
明
す
る
一
素
材
と
し
て
興
味
深
い
｡

さ
ら
に

｢遺
書
｣
に
は
､
四
代
四
郎
兵
衛
を
と
り
ま
-
様
々
な
人
間

関
係
が
凝
集
さ
れ
反
映
さ
れ
て
も
い
る
｡
同
家
を
中
心
と
し
た
社
会

関
係
の
考
察
に
と
っ
て
も
貴
重
な
素
材
で
あ
る
｡

以
下
'
｢遺
書
｣
の
考
察
を
通
じ
て
天
保
期
に
お
け
る
堀
米
家
の

経
営
と
相
続
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
を
お
こ
な
い
た
い
｡

一

｢遺
書
｣
の
構
成
と
内
容

-

｢通
番
｣
作
成
の
経
緯

)E･Zh爪

四
代
四
郎
兵
衛
は
安
永
三
年

(
一
七
七
四
)
頃
に
生
ま
れ
､
寛
政

二

年

(
一
七
九
九
)
に
家
督
を
継
ぎ
､
天
保
元
年

(
l
八
三
〇
)

に
堀
米
家
歴
代
で
初
め
て
松
橋
村
上
組
の
名
主
に
就
任
し
た
｡
天
保

五
年

(
一
八
三
四
)
に
四
代
四
郎
兵
衛
は

｢四
郎
兵
衛
儀
老
年
に
相



成
､
殊
に
折
々
持
病
差
起
り
歩
行
不
行
届
｣
と
い
う
状
態
で
あ
る
と

し
て
枠
喜
内
に
見
習
名
主
役
を
命
じ
て
は
し
い
と
願
い
出
て
い
る

(
こ
れ
は
認
め
ら
れ
ず
天
保
九
年
に
も
同
様
の
出
願
を
し
喜
内
の
見

習
名
主
役
就
任
が
認
め
ら
れ
た
)
｡
ま
た
､
天
保

二
二
年

一
1
月
に

も
老
齢

･
病
身
を
理
由
に
名
主
退
役
願
を
寒
河
江
代
官
役
所

へ
提
出

し
た
が
認
め
ら
れ
ず
､
結
局
死
去
ま
で
名
主
役
に
あ

っ
た
｡
｢遺
書
｣

を
書
い
た
天
保

一
四
年
に
は
数
え
で
七
〇
歳
と
な
っ
て
い
た
｡

四
代
四
郎
兵
衛
が

｢遺
書
｣
を
作
成

し
た
経
緯
な
ど
に
つ
い
て
は

[,J)

次
の
よ
う
に
記
録
さ
れ
て
い
る
｡

四
郎
兵
衛
病
気
差
発
り
種
々
手
を
尽
し
療
用
差
加
候
得
共
次
第

二

重
り
､
連
も
全
快
無
覚
束
候
哉

二
両
末
期

二
至
り
密

二
家
内
之
も

の
共
ま
-
ら
辺
江
呼
寄
､
今
生
の
暇
乞

こ
も
可
相
成
､
無
拠
義

二

有
之
間
､
跡
々
大
切

二
相
守
可
申
委
細
遺
状
を
以
申
残
候

二
付
'

立
会
之
上
披
見
い
た
し
､
家
内
者
勿
論
､
親
類
共
睦
敷
相
続
可
致

旨
申
残
し
､
去
ル
卯
年
四
月
廿
六
日
死
去
仕
候

二
付
､
葬
式
相
営
､

忌
中
過
去
候
上
､
立
会
之
上
､
遺
状
開
封
披
見
い
た
し
候

(･･,)

別
の
記
録
で
は

｢去
ル
卯
年
春
中
古
病
気
差
発
り
｣
と
あ
る
｡
天

保

一
四
卯
年
の
春
か
ら
病
床
に
つ
い
た
四
代
四
郎
兵
衛
は
死
期
を
悟

り
､
｢跡
々
大
切

二
相
守
可
申
委
細
｣
を

｢遺
書
｣
(遺
状
)
に
認
め

(LIl)

て
同
年
四
月
二
六
日
に
死
去
し
た
｡
葬
式
と
忌
中

(
一
七
日
間
)
が

あ
け
た
後
､
家
族

･
親
類
立
会
い
の
う
え

｢遺
書
｣
を
開
封
し
た
こ

と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
｡

2

｢遺
著
｣
の
全
文
と
構
成

･ヽトJ

史
料
I
に

｢遺
書
｣
の
全
文
を
掲
載
し
た
｡
ま
た
､
そ
の
内
容
を

整
理
す
る
た
め
に
表
Ⅰ

を
作
成
し
た
｡

〔史
料
-〕

｢

遺

書

壱

通

｣
(包
紙
)

書

置

一
､
此
度
大
病

二
付
､
乍
残
念
書
置
ヲ
以
銘
々
家
命
為
相
続
､
当
時

凡
改
有
金
井

二
田
徳
米
共
分
散
相
譲
候
間
､
何
れ
も
高
恩
之
程
難

(分
)

有
相
心
得
可
奉
譲
請
､
本
家

文

家
共
向
後
者
猶
六
間
敷
い
た
し
家

命
相
続
可
仕
事

(マ
マ)

(分
)

寛
政
十

一
年
午
年
私
シ
御
親
父

占
被
譲
渡
候

卜

田

徳
米
三
百

五
拾
俵
之
内
五
拾
俵
利
助

二
譲
､
残
り
三
百
俵
此
代
金
六
百

三
拾
七
両
弐
分
也
'
外

二
村
々
貸
附
金
七
百
八
拾
七
両
壱
分
､

外

二
色
々
差
引
有
金
共
都
合
千
九
拾
両
壱
分
也
､
右
ヲ
以
相

続
い
た
し
来
り
候

10

凡
改

二
而

(マ
マ)

是
ハ
最
上
大
福
取
調
凡
如
此

二

金
七
千
両
位

最
上
賃
附
金
也

是

ハ
山
の
辺
出
入
之
元
金
其
外

こ
も
善
悪
可
有
之
候
､

乍
去
り
又
利
足
も
取
れ
候
方
も
有
之
候
間
､
格
別
之
儀

も
有
之
間
敷
候

(哲

是
ハ
仙
台
大
福

長

取

調
凡
如
此

一
､
金
八
千
五
百
余

仙
台
表
貸
附

是

ハ
去
寅
利
足
共
差
加

へ
是
も
則
右
同
断

二

金
三
百
両
也

1
､
金
百
両
也

一
､
金
百
拾
両
也

l
､
金
二
百
両
也

〆
壱
万
六
千
弐
百
拾
両
也

二

田
徳
米
凡
千
六
百
俵
見
込

回

是
迄
取
立
金
迫
々
か

し
付
残
り

一
式
諸
入

金
引
残
り

可

本
家

二
相
渡
し
置

可

去
寅
暮
取
立
米
凡
六

百
俵
位

(分
)

可

三
ヶ
年
卜
籾
凡
千
俵

也

志
け
乃

直
蔵

田
徳
米
五
百
俵
也

金
四
千
五
百
両
也

但
し
正
金
渡
し(分)

浦
山
壱

ヶ
所
半
ー

(分
)

但
し
半
左
衛
門
組
久
蔵
卜
共
不
残
､

其
外
北
口
組
岩
木
組
､､､
そ
の
べ
組

不
残
､
に
し
里
四
ケ
組
不
残
､
夫

二
而
不
足

二
俣

ハ
､
稲
下
し
組

少
々
過
不
足
有
之
候

但
し
壱
組
毎

1豆

附
米
取
調
年
々
通
表
上
納
米
引
お
と

凡
こ

し
候
得
者
三
十
何
ケ
村
田
徳
合
都
合
相
知
れ
可
申
候

惣
改
高

〆

是
占
銘
々
譲
方

〆
金
四
千
五
百
両

徳
米
五
百
俵

(那
)

宇
右
衛
門

田
徳
米
弐
拾
俵
也

是
ハ
先
年
惣
左
衛
門
二
縁
付
之
節

破
調
置

是
ハ
寺
前
田
山
共

二
田
地

二
渡
シ

但
し
藤
兵
衛
組

二
而
其
外
不
足
処
相
渡
し
可
申
候

田
徳
米
拾
俵
也

藤
内

二
譲
ル

是

ハ
四
郎
兵
衛
組

二
而
成
､
手
ち
か
き
所

金
五
拾
両
也

お
よ
し
こ
譲
金

金
三
亘

ハ
拾
両
也

預
り
金
元
利
可
渡

屋
敷
之
儀
者
四
郎
兵
衛
組
畝
(i
)高
ヲ
附
為
持
べ
し

〆
金
四
百
拾
南

米
三
拾
俵
也

田
徳

二
而

ill



〆

山
形

直
助

金
三
拾
両
也

貸
附
金
譲
ル

別
語
文
二
両
可
渡
候

金
百
両
也

田
徳
米
拾
俵
也

金
百
両
也

譲
金
也

友
蔵
譲
り

吾
兵
衛
儀
者
格
別
忠
孝
二
付
議

hリ

〆

も
と
め

金
五
両
也

譲
金
也

〆

東
村
力

金
弐
拾
両
也

譲
金
也

(支)

外
二
是
迄
仕
払
分勘定
可
致
候

〆

定
林
寺
様

金
五
拾
両
也

御
預
り
金
也

金
六
拾
両
也

寺
建
立
金
見
込

是
ハ
仁
三
郎
殿
む
ね
あ
け
迄
ノ
入
用
御
引
受
被
成
候
二

付
相
始
メ
申
候

〆
金
百
拾
両
也

吉
兵
衛

〆

お
な
を

金
弐
拾
両
也

譲
金
也

外
者
直
蔵
追
々
手
当
可
致
候

田
徳
米
五
俵
也

伊
勢
講
二
上
べ
し

四
郎
兵
衛
組
之
内
二
而

此
節
七
拾
貫
文
か
し
引
替
可
被
成
候

〆
金
三
両
也

金
三
両
也

金
三
両
也

金
壱
両
也

金
壱
両
也

金
壱
両
也

白 野 吉
岩 田 田

長

左
衛門

忠

次
郎

利

助

仁

平
治

長

右
衛門

門

四郎

金
壱
両
也

〆
金
拾
三
両
也

孫
子
共

金
壱
両
宛
譲
り

宇
右
衛
門
内
四
人

本
家
五
人

山
形
直
助
三
人

〆
金
拾
弐
両
也

分
家
之
者
共

米
弐
俵
也

米
弐
俵
也

米
弐
俵
也

米
壱
俵
也

米
壱
俵
也

米
壱
俵
也

米
壱
俵
也

米
壱
俵
也

〆
米
拾
壱
俵
也

松
は
し

庄

助

四

郎

治

十

五

郎

久

蔵

才

次

郎

留

蔵

庵

衆

市

太
郎

か

みすき

小
以

(胎紙消
シ)

右
〆
金
五
千
三
百
八
両
也

田
徳
米
五
百
四
拾
五
俵
也

譲
り
米
拾
壱
俵
也

外
二
金
拾
両
也

お
こ
ふ
江
譲
り

(貼紙網
シ)

引
残
而
金
壱
万
八
百
弐
拾
両
也

取
調
過
不
足
も
可
有
之
候

田
徳
米
千
五
拾
五
俵
也

右
同
断

外
二
四
郎
兵
衛
名
跡

本
家

書

内

右
正
直
第

l
と
い
た
し
前
書
之
通
り
相
譲
候
間
､
親
類

1
同
和
合

専

一
こ
い
た
し
家
命
相
続
可
致
も
の
也

天
保
十
四
卯
年
四
月
十
日

堀
米
四
郎
兵
衛
直
筆

印

万

1
右
之
者
共
高
恩
も
わ
す
れ
私
し
譲
物
お
い
の
す
-
な
い
の
と

も
ろ
の
同
様
申
も
の
等
出
来
､
又
ハ
凡
乃
取
調
過
不
足
等
之
処
申

立
､
我
よ
-
こ
拘
り
候
も
の
有
之
候
ハ
､
､
天
命
不
背
利
解
可
申

聞
候
､
夫
二
両
も
何
ケ
か
れ
是
申
候
も
の
有
之
候
ハ
､
､
私
し
こ

ん
は
く
こ
こ
こ
と
～
ま
り
か
ん
L
や
う
ち
よ
天
め
い
山
こ
の
は
り

四
平
土
ヲ
引
き
さ
き
候
様
其
お
も
ひ
返
し
べ
し

今

田

弥

兵

衛

殿

13



表 1 四代堀米四郎兵衛 ｢遺書｣ ･財産相続整理表 (天保14〔1843〕年)

寛政11(1799)未年御親父 占被譲請候分

田徳米

内

残 り

此代金

村々賃附金

色々差引有金

都合

350俵

50俵

300俵

637両 2分 *1

787両 1分

303両

1090両 1分

利助二譲る

汁 637両 2分 +1090両 1分 -1727両 3分 *6相続いたし来 り候

天保14(1843)卯年凡改め

最上貸附金

仙台表貸附金

回貸附残 り

可 本家二相渡 し置

7000両位

8500両余

300両

loo南

可 去売春取立米凡600俵程 110両

可 3ケ年分籾凡1000俵 200両
〆 16210両

田植米 1600俵 *2

最上大福帳取調凡如此

仙台大福帳取調凡如此

見込 但し1組毎二立附米取調年々通上納米

引おとし候得者三十何ケ村田徳合都合

相知可申候

※ 3024両96+16210両 - 19234両96*6 凡二惣改高〆

是 占銘々譲方

志け乃 ･直蔵 *3 田徳米 500俵

正金渡 4500両

但し半左衛門組久蔵分共不残､其外北口組岩

木組みそのべ組不残､西里4ケ組不残､夫

二雨不足二俣ハ､稲下し組

浦山 1ヶ所半分

宇右衛門
(卯)

田徳米 20俵

田徳米 10表

金 50両

金 360両

寺前田山

共二田地二渡シ､但し藤兵衛組二而其外不足処

相渡候

藤内二譲候､是ハ四郎兵衛組二両成手ちかき所

およしこ譲金

預 り金元利

屋敷之儀者四郎兵衛組畝 卜高 ヲ附為持ベ

山形 直助 金 30両 賃附金譲ル

もとめ 金 50両 譲金

金 20両 譲金 外二是迄仕払方勘定可致候

定林寺様 金 50両 御預 り金

金 60両 寺建立金

菖兵衛 金 100両

田徳米 10俵 友蔵譲 り

金 100両 吉兵衛儲

おなを 金 20両 譲金 外者直蔵追々手当可致候

伊勢講二上べ し 田徳米 5俵 四郎兵衛組之内二両
此節70貫文かし引替可被成候

金

金

金

金

金

金

金

金〆

HqJ

白日J

P

‖_

衛

郎

助

次

衛

郎

助

左

次

平

石

四

長

忠

利

仁

長

門

庄

川

童

田

田

岩

橋

吉

天

吉

野

白

松

両

両

両

両

両

両

両

両

3
3

3
1
1

1
1
3円り

孫子共 (金 1両宛譲 り)

宇右衛門内 4人 金

本家 5人 金

山形 直助 3人 金

〆 金

分家之者共

四郎治

十五郎

久蔵

才次郎

留蔵

庵衆

市太郎

かみすき

米

米

米

米

米

米

米

米

米〆

俵

俵

俵

俵

俵

俵

俵

俵

俵

2
2
2
1

1

1

1
1
1日U

小以 金 5308両 *4

田徳米 545俵

譲 り米 11億

外二 金 11両 おこふ江譲 り

引残而 金 10820両 *5 取調過不足 も可有之候

田徳米 1055俵 右同断

外二四郎兵衛名跡 本家 書内

典拠)堀米四郎兵衛家文書 ･天保十四年四月 ｢:遺書書置｣四代四郎兵衛

補注) *1 寛政11(1799)年 の 5ヶ所米平均値段は米 1石-0.562両である｡ これにより300俵 (1億 -

4斗入) の代金額を計算すると､67.44両 に相当す る｡ したが って､ この田徳米の代金計算 は

1年分の田植米 ×米代金相場をおこない､単 に 1年分の土地 (自作地 ･小作地)か らの利潤

を計算 した ものではないことがわかる｡67.44両×9A53-637.5両 とな り､ 1年分の耕地か ら

の利潤を約9.5倍 している｡当時､村山郡では 1年分の立附米 ない し作徳米の10倍前後の額を

その土地の価額 (地価) とす るという慣行があ り､ これにな らったとも考え られる｡そうで

あるとすれば､ ここでの価額表示 は堀米家の寛政11年時点での所有土地全体の価額を算出 し

たものととらえることができよう｡

*2 天保14(1843)年の 5ヶ所米平均値段は米 1石-0.49両である｡ これにより1600俵 (1俵-

4斗入)の代金額を計算すると､313.6両 に相当する. この文書にある1000俵-200両 (1億 -

0.2両) という換算値で計算す ると､320両 に相当す る｡ ここでは､寛政11年の時点でのよ う

には田徳米 -利潤を生み出 した所有土地全体の価額計算がなされていないが､ *1の計算例に

な らって算出すれば､320両 ×9.453-3024.96両 となるo

*3 阿部棟内家より入婿｡
*4 実際に計算すると､5365両｡57両少な く見積 られている｡

*5 原文書では20(｢弐拾｣) の数字の上 に白紙が貼 られてある｡実際に計算すると､差引残 は1

0891両｡ *4番正確 な数字 に直 して計算す ると､差引残 は10845両 となる (いずれ も､おこふ

への譲金11両 も差引いた額)O実際には､譲 り米11俵分の代金 も差 し引かれるはずであるo

*6 四代四郎兵衛が寛政11年 に通産を譲 り受 けた時点 と天保14年にi資産を譲渡す る時点 との財

産規模を※の各試算を もとに比重交すると､所有土地価額 は3024.96÷637.5-4.7倍､貸附金 ･有

金合計金額 は16210÷1090.25-14.87倍､通産総客削ま19234.96÷1727.75-ll.13倍､ となる0
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阿

部

梅

内

殿

斎

藤

書

兵

衛

殿

私
死
後
も
是
迄
通
り
忠
孝
頼
人
中
候

以
上
が

｢遺
書
｣
の
全
文
で
あ
る
｡
｢遺
書
｣
の
構
成
に
つ
い
て

考
察
し
よ
う
｡
内
容
を
検
討
す
る
と

｢遺
書
｣
は
つ
ぎ
の
四
つ
の
部

分
か
ら
な
る
｡

[-
]
家
命
相
続
の
た
め
財
産
分
与
を
す
る
こ
と
を
茎
呂
し
た
前

文

[Ⅱ
]
資
産
を
取
り
調
べ
書
き
上
げ
た
前
半
部
分

[Ⅲ
]
本
家

･
分
家
そ
の
他
へ
の
財
産
分
与
を
記
し
た
後
半
部
分

[Ⅳ
]
財
産
分
与
を
め
ぐ
る
紛
争
を
戒
め
近
隣
豪
農
な
ど
に
後
見

を
頼
ん
だ
後
文

以
下
､
構
成
に
し
た
が
い
な
が
ら
､
｢遺
書
｣
の
内
容
に
つ
い
て
逐

次
考
察
し
よ
う
｡

3

堀
米
家
資
産
の
概
要
と
経
営

[Ⅰ
]
で
は
､
財
産
分
与
が
家
命
相
続
の
た
め
に
お
こ
な
わ
れ
る

こ
と
'
以
後
も
本
家

･
分
家
は
睦
ま
じ
-
し
家
命
相
続
を
果
た
す
べ

き

｣
と
､
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
｡
家
命
相
続
を
最
重
要
視
す
る
四
代

四
郎
兵
衛
の
家
意
識
が
窺
わ
れ
る
｡

[Ⅱ
]
で
は
､
ま
ず
寛
政

二

年

(
一
七
九
九
)
頃
に
四
代
四
郎

兵
衛
が
家
督
を
引
き
継
い
だ
際
､
三
代

(親
父
)
か
ら
譲
渡
さ
れ
た

rr-)

資
産
の
概
要
が
記
さ
れ
て
い
る
｡
分
家
令
利
助
家
へ
田
徳
米
五
〇

俵
を
分
割
し
た
残
り
の
①
田
徳
米
三
〇
〇
俵

｢代
金
｣
六
三
七
両
二

分
と
②
村
々
貸
付
金

･
色
々
差
引
有
金
一〇
九
〇
両

1
分
が
そ
の
内

容
で
あ
り
､
表
Ⅰ
に
整
理
し
た
よ
う
に
そ
の
合
計
は
l
七
二
七
両
三

分
と
な
る
｡

こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
①
の
田
徳
米
お
よ
び

｢代
金
｣
の
意
味
で

あ
る
｡
史
料
Ⅰ
の

｢
一
㌧
田
徳
米
凡
千
六
百
俵
見
込
｣
の
傍
書
き
の

箇
所
に
田
徳
米
俵
数
の
計
算
法
が
記
さ
れ
て
い
る
｡
村
組
毎
に
堀
米

家
の
所
持
地
の
田
畑
立
附
米
高
を

(各
組
の
小
作
立
附
帳
面
を
も
と

に
)
調
べ
'
そ
こ
か
ら

｢通
表
｣
(各
村
名
主

･
庄
屋
が
堀
米
家
へ

かよ
い

渡
す
年
貢
米
受
取
で
あ
る
通
帳
)
に
記
載
さ
れ
て
い
る
上
納
米
高
を

引
い
て
田
徳
米
を
計
算
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い
る
｡
こ
れ
を

参
考
に
計
算
法
を
数
式
に
す
る
と

粒
苛
米
I
h
登
米

(常
瑚
米

)
=
田
轟
米

と
な
る
｡
つ
ま
り
､
田
徳
米
と
は
小

作
人
か
ら
地
主
に
収
納
さ
れ
る

立
附
米

(村
山
郡
の
場
合
､
ほ
ぼ
契
約
小
作
料
に
等
し
い
)
か
ら
当

該
小
作
地
に
賦
課
さ
れ
た
年
貢
米
を
引
い
た
残
り
で
あ
る
地
主
作
徳

｢c･,)

米
で
あ
る
こ
と
が
明
確
で
あ
る
｡

っ
ぎ
に

｢代
金
｣
の
意
味
で
あ
る
｡
表
Ⅰ
の
補
注

*
Ⅰ
に
述
べ
た

よ
う
に
､
｢遺
書
｣
に
お
け
る
田
徳
米
の
代
金
計
算
は

田
鋪
米
×
雌
昂
8
米
苗
薪
×
9
･
5

16

で
算
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
｡
｢代
金
｣
の
意
味
は
､
1

年
分
の
立
附
米
な
い
し
作
徳
米
の
一
〇
倍
前
後
の
額
を
そ
の
土
地
の

qヽ･]

価
額
と
す
る
と
い
う
村
山
郡
の
慣
法

に
な
ら
っ
て
堀
米
家
の
所
持
土

地
の
資
産
評
価
額

(所
有
土
地
価
額
)
を
算
出
し
た
も
の
と
と
ら
え

る
こ
と
が
で
き
る
｡
財
産
分
与
の
前
提
と
な
る
資
産
の
計
算
法
と
し

て
相
応
し
い
も
の
で
あ
る
｡

つ
ぎ
に

｢凡
改
二
両
｣
か
ら
の
部
分
で
､
天
保

一
四
年
現
在
の
同

家
資
産
の
書
き
上
げ
を
お
こ
な
っ
て
い
る
｡
｢最
上
大
福

(帳
)｣
と

は
羽
州
村
山
郡
地
域
に
対
す
る
貸
付
帳
簿

(実
際
の
帳
名
は

｢大
福

帳
｣
｢寓
書
出
覚
帳
｣
な
ど
)
の
こ
と
で
､
四
代
四
郎
兵
衛
は
帳
面

取
調
べ
の
結
果
､
最
上
貸
付
金
は
凡
七
〇
〇
〇
両
と
見
積
っ
て
い
る
｡

見
積
の
根
拠
と
し
て
'
奥
州
白
河
藩
飛
地
領
(山
辺
領
)
の
豪
農
ら

へ
の
貸
付

(当
時
焦
げ
付
い
た
た
め
訴
訟
出
入
と
な
っ
て
い
た
)
杏

は
じ
め
不
良
債
権
化
し
た
も
の
も
あ
り
､
ま
た

一
方
で
は
利
足
が
確

実
に
取
れ
る
も
の
も
あ
り
､
全
体
と
し
て
七
〇
〇
〇
両
は
回
収
で
き

る
､
と
す
る
見
通
し
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
｡
｢仙
台
大
福
帳
｣
と
は

仙
台
城
下
町
の
ほ
か
中
新
田
･
石
巻

･
岩
出
山
な
ど
仙
台
藩
領
地
域

に
対
す
る
貸
付
帳
簿

(実
際
の
帳
名
は

｢仙
台
表
控
帳
｣
｢仙
台
表

貸
附
金
取
調
帳
｣
な
ど
)
の
こ
と
で
､
帳
面
取
調
べ
の
結
果
､
仙
台

表
貸
付
金
は
凡
八
五
〇
〇
両
と
見
積
っ
て
い
る
｡
こ
の
見
積
も
最
上

貸
付
と
同
様
に
債
権
回
収
の
善
悪
を
見
込
ん
だ
も
の
で
あ
る
こ
と
が

示
唆
さ
れ
て
い
る
｡

つ
ぎ
の
三
〇
〇
両
は
､
｢遺
書
｣
を
書
い
て
い

る
時
点
で
は
四
代
四
郎
兵
衛
は
既
に
三
女
し
げ
の
を
連
れ
て
隠
居
し
'

し
げ
の
に
婿
養
子
直
蔵

(上
工
藤
小
路
村
沢
畑
の
豪
農
阿
部
棟
内
家

(10)

の
三
男
)
を
迎
え
て
隠
居
別
家
回
を
自
己
の
敷
地
内
に
創
設
し
て
い

＼〓"

た
が
､
こ
の
隠
居
別
家
後
に
四
代
四
郎
兵
衛
が
お
こ
な
っ
た
貸
付
金

･

取
立
金
の
合
計
と
推
察
さ
れ
る
｡

つ
ぎ
の
l
〇
〇
両
は
可

本
家
を

(12)

継
が
せ
る
喜
内

(田
井
村
の
豪
農
今
田
弥
兵
衛
家
の
子
息
｡
四
代
四

郎
兵
衛
の
総
領
娘
も
よ
の
婿
養
子
､
五
代
四
郎
兵
衛
と
な
る
)
に
予

め
渡
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
｡
つ
づ
い
て
､
天
保

一
三
年
碁
に
取
り

立
て
た
小
作
米
で
備
蓄
さ
れ
て
い
る
六
〇
〇
俵
､
お
よ
び
最
近
三
ヶ

年
の
備
蓄
籾

一
〇
〇
〇
俵
､
の
各
々
当
時
米
相
場
に
よ
る
換
金
額
の

試
算
が
書
か
れ

て
い
る
｡
天
保

一
四
年
当
時
､
本
家
の
蔵
に
貯
蔵
さ

れ
て
い
た
米
俵
量
が
莫
大
な
規
模
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
｡
こ

れ
ら
貸
付
金

｡
有
金

･
備
蓄
米
穀
代
金
の
合
計
が

一
六
二

一
〇
両
と

書
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
｡

そ
し
て
'
天
保

一
四
年
段
階
の
田
徳
米
は
合
計

一
六
〇
〇
億
と
見

積
ら
れ
て
い
る
｡
こ
の
計
算
法
は
先
述
し
た
が
､
傍
書
き
に
｢三
十

何
ケ
村
田
徳
都
合
｣
と
あ
る
こ
と
か
ら
､
天
保

一
四
年
当
時
の
堀
米

家
の
所
持
地
が
三
〇
数
ヶ
所
の
村
組
に
わ
た
っ
て
存
在
し
て
い
た
こ

と
が
判
明
す
る
｡

｢凡
二
惣
改
高
〆
｣
の
箇
所
に
は
'
書
か
れ
る
べ
き
天
保

一
四
年

段
階
の
同
家
資
産
の
総
計
が
結
局
記
載
さ
れ
な
い
ま
ま
空
自
と
な
っ

て
い
る
が
､
寛
政

一
一
年
段
階
の
同
家
資
産
の
計
算
法
に
習
っ
て
試
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算
す
る
な
ら
ば
､
表
I
の
よ
う
に
な
る
｡
そ
の
際
に
田
徳
米

一
六
〇

〇
俵
の

｢代
金
｣
(所
持
土
地
の
資
産
評
価
額
)
を
補
注
*
-
に
記

し
た
よ
う
に
計
算
す
る
と
三
〇
二
四
両
余
と
な
る
｡
こ
れ
に
さ
き
の

1
六
二
l
〇
両
を
足
し
た

1
九
二
三
四
両
余
が
天
保

一
四
年
段
階
の

同
家
資
産

の
総
計
と
な
る
｡

四
代
四
郎
兵
衛
は
(a
)地
主
経
営
の
基
盤
で
あ
る
所
持
土
地
の
資

産
評
価
額

(所
有
土
地

価

額
)､
(ち
)
金
融
活
動
な
ど
の
結
果
で
あ

る
貸
付
債
権
額

･
有
金
額

｡
そ
の
他
､
を
そ
れ
ぞ
れ
算
出
し
､
同
家

の
総
資
産
を
把
握
す
る
方
法
を
採
用
し
て
い
た
こ
と
が
あ
さ
ら
か
で

1.･1,

あ
る
｡

四
代
四
郎
兵
衛
が

｢遺
書
｣
の

[Ⅱ
]
で
､
家
督
を
継
い
だ
寛
政

二

年
段
階
お
よ
び
死
期
を
迎
え
た
天
保

一
四
年
段
階
の
両
時
期
の

同
家
資
産
の
総
計
を
示
し
て
-
れ
た
こ
と
に
よ
り
､
田
代
四
郎
兵
衛

の
家
督
期

(寛
政
末
～
天
保
末
)
に
お
け
る
同
家
資
産
の
変
化
が
把

握
で
き
る
｡
表
Ⅰ
の
補
注
*
-
に
ま
と
め
た
よ
う
に
､
①
所
有
土
地

価
額
は
四
･
七
倍
'
②
賃
附
金
･
有
金
合
計
金
額
は
1
四
･
八
七
倍
､

③
資
産
総
額
は
二

二

三
倍
､
と
な
る
｡
①
に
み
る
地
主
経
営
の

拡
大
も
注
目
さ
れ
る
規
模
だ
が
､
特
記
す
べ
き
は
②
の
金
融
活
動
の

急
速
な
拡
大
で
あ
る
｡
四
代
四
郎
兵
衛
の
経
営
活
動
の
特
徴
と
し
て

金
融
活
動

･
地
主
経
営
の
展
開
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡
③
に

み
る
よ
う
に
同
家
資
産
は

l
代
に
し
て
1
0
倍
以
上
と
な
り
､
四
代

四
郎
兵
衛
の
生
涯
を
通
じ
た
堀
米
家
経
営

の
飛
躍
的
発
展
が

｢遺
書
｣

よ
り
把
握
で
き
る
｡

②
の
貸
付
金
の
規
模
に
つ
い
て
､
実
際
に
堀
米
四
郎
兵
衛
家
文
書

に
保
管
さ
れ
て
い
る
貸
付
帳
簿
類
を
分
析
す
る
と
表
-
･
表
-
が
得

ら
れ
る
｡
表
2
は
堀
米
家
の
最
上
貸
付

(村
山
郡
地
域
に
対
す
る
貸

付
)
の
実
態
を
｢大
福
帳
｣
｢寓
書
出
覚
帳
｣
よ
り
把
握
し
た
も
の

で
あ
る
｡
貸
付
地
域
別

｡
年
代
別
に
累
積
貸
付
元
金
額
あ
る
い
は
新

規
貸
付
元
金
額
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
｡
堀
米
家
の
場
合
､
郡
中
の

各
地
に
堀
米
家
資
金
の
貸
付
を
取
り
次
い
で
-
れ
る
口
入
人

(多
-

は
中
小
豪
農
商

｡
上
層
農
､
堀
米
家
の
小
作
支
配
人

･
紅
花
集
荷
人

と
も
重
複
す
る
)
が
存
在
し
､
そ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
駆
使
し
て
同

家
は
大
規
模
な
金
融
活
動
を
展
開
し
た
｡
同
家
は
表
2
の
貸
付
地
域

欄
に
示
し
た
地
域
区
分
に
よ
り
帳
面
付
を
お
こ
な
い
貸
付
管
理
を
お

こ
な
っ
た
｡
地
元
の
地
域
に
対
す
る
貸
付
も
決
し
て
少
な
く
な
い
が
､

と
-
に
堀
米
家
か
ら
み
て

円最
上
川
向
村
々

3･
円寒
河
江
川
南
村
々
】

に
位
置
す
る
地
域
に
同
家
の
金
融
活
動
の
比
重
が
お
か
れ
て
い
た
こ

(14)

と
が
特
徴
と
し
て
判
明
す
る
｡
貸
付
元
金
総
額

(累
積
貸
付
元
金
残

+
新
規
貸
付
元
金
)
の
変
化
に
つ
い
て
考
察
す
る
と
､
文
政

一
〇
年

(
一
八
二
七
)
段
階
で
は
六

一
八
四
両
余

(文
政
九
年
迄
の
累
積
貸

付
元
金
残
+
文
政

一
〇
年
の
新
規
貸
付
元
金
)､
天
保
五
年

(
一
八

三
四
)
段
階
で
は
七
三
六

一
両
余

(天
保
四
年
迄
の
累
積
貸
付
元
金

残
+
天
保
五
年
の
新
規
貸
付
元
金
)
､
天
保

一
三
年

(
1
八
四
二
)

段
階
で
は
七
三
六
八
両
余

(天
保

一
二
年
迄
の
累
積
貸
付
元
金
残
+
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表 3 天保期における堀米四郎兵衛家の仙台表貸付の動向

天保12年丑(1841)8月 仙台城下大町四丁目 三好源八〝 二日町 石川善七〝 〝 伊藤伝三郎〟 〝 嵯峨崖順作 300両200両loo南loo南

天保12年丑(1841)9月 仙台城下 錦織伊兵衛 1000両 銘々 諸色仕入商代金借用

･ 河原町 揮口安左衛門 750両 〆金4500両利月1分

･ 河原町 佐藤嘉右衛門 750両 500両宛寅年69ヶ年済利足共添え

･ 大町一丁目 横山清七 500両 口入人仙台城下二日町涌井屋新兵衛

･ 国分町 小谷新右衛門 500両 御為替組十人衆御国産生糸紅花問屋

･ 二日町 錦織勘右衛門 500両 追々 当国元(仙台藩)正金銀払底ニ付-弘

･ 国分町 岩井作兵衛 500両 化2年元利5920両の半金を献金扱い

天保12年丑(1841)9月 中新田町 鈴木丈吉･ 竹中幸之助 250両250両 利月1分 丈吉代長太郎国産方下役〟

天保12年丑(1841)9月 中新田町 田中新八郎〝 渋谷源助･ 青砥万五郎 300両150両150両

天保12年丑(1841)11月 中新田西町 浅野畠喜八 200両

天保13年寅(1842)3月 岩出山町 笠原嘉兵衛〝 阿部車八 200両loo南 利月1分 渚商物仕入代金不足ニ付〟

天保13年東(1842)3月 宮崎町 鈴木長右衛門 2両

天保13年寅(1842)4月 仙台城下大町三丁目 相沢太右衛門･ 松浦畠権兵衛〝 北目町 相原星太兵衛 loo南loo南loo南 利月1分

天保13年寅(1842)5月 中新田高城村 浅野長左衛門 loo南 御年貢上納金井諸色商仕入代金不足ニ付

天保13年寅(1842)5月 中新田高城村 浅野長左衛門 20両

天保13年寅(1842)7月 仙台城下 伊藤惣舌〝 嵯峨畠書惣次 50両50両

典拠)天保13年寅｢仙台衰控娠｣(堀米四郎兵衛家文書)｡各年の借金証文にて補足｡
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天
保

二
二
年
の
新
規
貸
付
元
金
)
と
伸
長
し
て
お
り
'
堀
米
家
の
金

融
活
動
の
展
開
過
程
が
把
撞
で
き
る
｡
天
保

1
三
年
段
階
の
貸
付
元

金
総
額
七
三
六
八
両
余
は
天
保

一
四
年
四
月
の

｢遺
書
｣
(史
料

-
)

の
最
上
貸
付

｢金
七
千
両
位
｣
と
ほ
ぼ
合
致
し
､
｢遺
書
｣
の
見
積

の
裏
付
け
が
と
れ
る
｡

ま
た
'
表
-
は
堀
米
家
の
仙
台
表
貸
付
の
実
態
を
天
保

一
三
年

｢仙
台
表
控
帳
｣
よ
り
把
握
し
た
も
の
で
あ
る
｡
天
保
八
年

(
一
八

三
七
)
仙
台
藩
の
藩
札

(領
内
通
用
両
替
所
預
り
手
形
)
発
行
に
よ

る
幕
府
正
貨
の
藩
庫

へ
の
吸
い
上
げ
に
よ
り
仙
台
藩
領
内
に
お
け
る

幕
府
正
貨
の
流
通
量
が
不
足
し
た
な
ど
の
原
因
に
よ
り
､
仙
台
藩
領

の
城
下
町

｡
在
町

･
豪
農
商
層
が
近
隣
村
山
郡
の
豪
農
商
へ
幕
府
正

貨
の
貸
与
を
申
し
入
れ
て
き
た
動
向
が
あ

っ
た
｡
堀
米
家
は
村
山
郡

に
お
け
る
金
融
活
動
や
地
主
経
営
に
よ
り
蓄
積
し
た
資
本
を
前
提
に

天
保

一
二
年
八
月
よ
り

一
斉
に
仙
台
藩
領
に
対
す
る
貸
付
活
動
を
開

始
し
た
｡
対
象
は
表
-
に
み
ら
れ
る
ご
と
-
､
仙
台
城
下
の
御
為
替

組
な
ど
大
商
人
'
村
山
郡
か
ら
は
軽
井
沢
越

･
田
代
西
峠
越
ル
ー
ト

に
近
い
中
新
田
町

｡
宮
崎
町

こ
石
出
山
城
下
の
商
人
､
お
よ
び
遠
-

石
巻
湊
や
前
谷
地
の
商
人

･
地
主
に
及
ん
で
い
る
｡
現
在
ま
で
に
表

-
に
把
握
で
き
た
仙
台
貸
付
金
の
合
計
は
七
七
五
七
両
と
な
り
'

｢遺
書
｣
の
仙
台
表
貸
付

｢金
八
千
五
百

(両
)
余
｣
と
い
う
巨
額

な
数
値
が
虚
偽
で
は
な
-
ほ
ぼ
裏
付
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が

指
摘
で
き
る
｡
天
保
末
年
の
堀
米
家
経
営
は
仙
台
藩
領

へ
の
新
規
金

融
市
場
開
拓
に
力
を
入
れ
て
い
た
こ
と
が
把
握
で
き
'
老
齢
の
四
郎

兵
衛
が
最
後
の
大
き
な
経
営
展
開
を
は
か

っ
て
い
た
こ
と
が
判
明
す

る
｡表

-
･
表
-
か
ら

｢遺
書
｣
に
示
さ
れ
た
数
値
が
ほ
ぼ
正
確
な
も

の
で
あ
る
こ
と
が
推
察
で
き
る
.
堀
米
家
は
天
保

1
四
年
段
階
で
最

上
貸
付

｡
仙
台
貸
付
あ
わ
せ
て
一
五
〇
〇
〇
両
以
上
の
貸
付
規
模
の

金
融
活
動
を
お
こ
な
っ
て
い
た
こ
と

が
論
証
で
き
る
｡
同
家
の
大
規

模
豪
農
と
し
て
の
経
営
基
盤
の
広
域
性
と
と
も
に
巨
大
な
利
貸
資
本

と
し
て
の
経
営
的
性
格
が
特
徴
と
し
て
指
摘
で
き
毎

(未
完
)

注(-
)岩
田
浩
太
郎

｢豪
農
経
営
と
地
域
編
成
-
全
国
市
場
と
の
関
係
を
ふ
ま

え
て
I
｣
(二
〇
〇
一
年
度
歴
史
学
研
究
会
大
会
近
世
史
部
会
報
告
'

『歴
史
学
研
究
』
第
七
五
五
号
､
二
〇
〇
一
年
l
〇
月
増
刊
)
で
堀
米

家
の
経
営
実
態
と
地
域
編
成
の
構
造
に
関
す
る
報
告
を
お
こ
な
っ
た
｡

同

｢堀
米
四
郎
兵
衛
家
に
お
け
る
紅
花
出
荷
の
動
向
-

『寓
指
引
帳
』

の
基
礎
的
考
察
-
｣
(西
村
山
地
域
史
研
究
会
十
五
周
年
記
念
論
集

『西
村
山
の
歴
史
と
文
化
Ⅲ
』
西
村
山
地
域
史
研
究
会
､

一
九
九
六
年

二

月
)
で
堀
米
家
の
紅
花
出
荷
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
を
お
こ
な
っ

た
｡
な
お
､
後
者
の
論
文
で
こ
れ
ま
で
の
堀
米
家
研
究
の
参
考
文
献
を

紹
介
し
て
い
る
｡
参
照
さ
れ
た
い
｡
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(2
)天
保

1
三
寅
年
に
四
代
四
郎
兵
衛
が
提
出
し
た
名
主
退
役
願
に

｢当
寅

六
十
九
才
｣
と
あ
る
こ
と
か
ら
逆
算
し
た
推
測
で
あ
る

(河
北
町
立
中

央
図
書
館
蔵
堀
米
四
郎
兵
衛
家
文
書
B
l
-
17
)
O

(-
)堀
米
四
郎
兵
衛
家
文
書
B
l
-
34

(掘
米
家
召
仕

〔手
代
〕
の
斎
藤
吾

(早)

兵
衛

･
分
家
堀
米
直
蔵
に
よ
る
分
家

卯

右
衛
門

〔養
仙
〕
に
対
す
る
訴

状
)

0

(-
)堀
米
四
郎
兵
衛
家
文
書
B
-
-
3
0

(5
)堀
米
四
郎
兵
衛
家
文
書
B
l

1
34｡

(-
)堀
米
四
郎
兵
衛
家
文
書

N
--1-1｡な
お
､
N
-
-
1-8
に

｢譲
り
金
凡
｣

と
題
す
る
下
書
が
あ
る

(内
容
は
一
致
)0

(-
)堀
米
利
助
氏
に
よ
れ
ば
､
令
利
助
家
の
初
代
利
助
は
二
代
四
郎
兵
衛

の
第
二
子

(三
代
四
郎
兵
衛
の
次
弟
)
で
あ
る

〔二
〇
〇

1
年

1
月
九

日
聞
き
取
り
調
査
〕｡

(-
)立
附
米
の
概
念
に
つ
い
て
は
論
争
が
あ
る
が
､
堀
米
家
の
場
合
､
立
附

米
=
年
貢
米
+
地
主
作
徳
米
'
と
し
て
用
い
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ

る
｡

(-
)明
治
五
年

｢山
形
願
伺
大
意
｣
｢右
指
令
｣
(『
明
治
初
年
地
租
改
正
基

礎
資
料
』
上
巻
､
有
斐
閣
､

l
九
五
三
年
九
月
､

一
二
四
～

l
二
六
貢
)0

立
附
米
高
は
貢
粗
を
含
む
た
め
立
附
米
の
一
〇
倍
に
よ
り
地
価
を
求
め

る
算
出
法
は
貢
粗
の
多
寡
の
影
響
を
免
れ
な

い
た
め
､
｢
田
地
の
実
益

二
随
ひ
精
細
｣
を
極
め
土
地
価
額
を
定
め
る
法
と
し
て
は
誤
差
を
含
み

厳
密
な
も
の
で

は
な
い
｡
｢右
指
令
｣

で
指
示
さ
れ
た

｢立
付
米
之
内

責
粗
ヲ
除
キ
全
ノ
作
徳
米
ヲ
標
準
-
シ
代
価
ヲ
仕
出
｣
す
る
算
出
法
の

方
が
実
収
益
か
ら
土
地
価
額
を
算
出
す
る
法
と
し
て
は
厳
密
で
あ
る
｡

｢遺
書
｣
よ
り
､
堀
米
家
は
後
者
の
算
出
法
を
採
用
し
て
い
た
こ
と
が

あ
さ
ら
か
で
あ
る
｡

(10
)
篠
田
秀
男
編
著

『父
の
追
憶
』
(自
家
出
版

･
篠
田
病
院
発
行
､

一
九

五
〇
年

一
一
月
)
｡
堀
米
正

一
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
｡
篠
田
昭
男
氏
よ

り
借
覧
の
便
宜
を
与
え
て
い
た
だ
い
た
｡
記
し
て
謝
意
を
表
す
る
｡

(11
)
四
代
四
郎
兵
衛
の
隠
居
別
家
の
正
確
な
年
月
は
現
段
階
で
は
不
明
で
あ

る
｡

(12
)
今
田
弥
兵
衛
家
の
経
営
に
つ
い
て
は
､
岩
田
浩
太
郎

｢豪
農
と
地
域
｣

｢紅
花
と
商
業
取
り
引
き
｣

｢全
国
商
業
と
地
域
｣
(横
山
昭
男
編

『街

道
の
日
本
史
11

最
上
川
と

羽
州
浜
街
道
』
吉
川
弘
文
館
'
二
〇
〇
一

年
六
月
)
を
参
照
さ
れ
た
い
｡

(13
)
｢遺
書
｣
で
は
(
a
)
の
計
算
が
天
保

一
四
年
の
箇
所
で
は
お
こ
な
わ
れ

て
い
な
い
｡
こ
れ

は
田
徳
米
高
の
調
査
ま
で
で
財
産
分
与
が
可
能
で
あ
っ

た
た
め
そ
れ
以
上
の
土
地
資
産
評
価
の
計
算
ま
で
実
際
に
は
す
る
必
要

が
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
｡
し
か
し
､
｢凡
二
惣
改
高
〆
｣

が
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
､
(
a
)
の
計
算
法
に
よ
り
所
有
土
地
価
額

を
算
出
し
た
後
に
､
(
a)
+
(b
)
=

｢凡
二
惣
改
高
〆
｣
(総
資
産
)

の
計
算
を
お
こ
な
う
予

定

で

あ
っ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
｡
な
お
､

一

般
の
店
卸
勘
定
で
通
常
お
こ
な
わ
れ
る
有
金
銀
銭

･
在
庫
商
品

･
売
掛

･

貸
金
な
ど
の
計
算
の
う
ち
'
在
庫
商
品
の
価
額
計
算
が
四
郎
兵
衛
の
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｢遺
書
｣
で
は
お
こ
な
わ
れ
て
い
な
い
｡
こ
れ
は
､
.堀
米
家
が

｢
の
こ

ぎ
り
商
い
｣
を
本
格
的
に
展
開
し
て
お
ら
ず
経
営
に
お
け
る
商
業
部
門

の
比
重
が
小
さ
い
た
め
､
在
庫
商
品
の
価
額
が
総
資
産
の
計
算
に
載
せ

る
ほ
ど
存
在
し
て
い
な
い
こ
と
に
よ
る
と
推
察
し
て
い
る
｡

(S
)岩
田
浩
太
郎

｢豪
農
経
営
と
地
域
編
成
｣
(前
掲
注
(-
)論
文
)
に
堀

米
家
の
金
融
活
動
の
論
理
に
つ
い
て
分
析
し
た
｡

(15
)
堀
米
庸
三
氏
は

｢我
が
家
の
こ
と
｣
(『中
央
公
論
』
昭
和
五
〇
年

二

月
特
大
号

〔第

一
〇
六
四
号
〕
､

一
九
七
五
年

一
二
月
)
で
'
四
代
目

の
時
代
に

｢
こ
の
地
方
有
数
の
名
望
家
｣
と
な
り
､
｢非
常
に
数
多
く

見
出
さ
れ
る
の
は
山
形
方
面
の
み
な
ら
ず
'
仙
台
や
石
巻
方
面
に
及
ぶ

金
融
業
関
係
文
書
で
あ
る
｡
地
主
と
し
て
も
小
さ
-
は
な
か
っ
た
が
､

そ
れ
以
上
に
我
が
家
の
威
望
を
高
め
た
の
は
､
金
融
業
で
あ
っ
た
｣
と

簡
潔
に
指
摘
し
て
い
た
｡
そ
の
実
態
が

｢遺
書
｣
お
よ
び
表
-
･表

-

か
ら
把
擦
で
き
る
｡

(後
記
)
本
稿
は
二
〇
〇
l
年
三
月
二
五
日
に
西
村
山
地
域
史
研
究
会
第

l

九
回
談
話
会

(於
寒
河
江
市
立
図
書
館
視
聴
覚
室
)
で
お
こ
な
っ
た
講
演

｢豪
農
堀
米
家
の
経
営
と
相
続
｣
の
一
部
を
原
稿
に
し
た
も
の
で
あ
る

(吹

号
と
分
載
)
｡
ま
た
､
当
日
の
報
告
内
容
の
1
部
は

｢豪
農
経
営
と
地
域
編

成
-
全
国
市
場
と
の
関
係
を
ふ
ま
え
て
⊥

(『歴
史
学
研
究
』
第
七
五
五
号
'

二
〇
〇

一
年

一
〇
月
増
刊
)
に
も
発
表
し
た
｡
参
照
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で

あ
る
｡
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